
公益社団法人日本動物用医薬品協会

会員各位

当協会の業務運営につきましては、日頃からご支援、ご協力を頂きお礼申し上げます。

さて、標記のことについて、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課薬事安全企画班

より通知がありましたのでお知らせします。

動薬協会発 57 号

平成2 5年5月20日

乳酸塩類等の食品添加物の使用について

公益社団法人日本動物用医薬品協会

理事長福井邦顯

(公印省略)



農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長

標記について、各都道府県等衛生主管部(局)長あて通知しましたので、

会会員等関係者に対する周知方よろしくぉ願いします。

食安基発0515第7号

平成25年5月15日

乳酸塩類等の食品添加物の使用について

厚生労働省医薬食品局

食品安全部基準審査課長

(公印省略)

殿

貴



ーーーー 殿

食安基発0515第3号

平成25年5月15日

食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)及び食晶、添加物等の規

格基準(昭和34年厚生省告示370号)の一部がそれぞれ平成25年5月15

昌厚生労働省令第65号及び厚生労働省告示第170号をもって改正され、乳酸

カリウムが食品添加物として指定されたところである。

また、その内容については「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食

添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(平成25年5月15日
口
ロロ、

食安発0515第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)をもって厚生労

働省医薬食品局食品安全部長より各都道府県知事、保健所設置市長及び特別区長

あて通知されたととろであるがΥ乳酸塩類等の添加物について、下記の点に留意

の上、その取扱いに遺憾なきょう取り_計らわれたい。

乳酸塩類等の食品添加物の使用について

厚生労働省医薬食品局

食品安全部基準審査課長

(公印耆略)

1 対象となる添加物

ステアロイル乳酸カルシウム、ステアロイル乳酸ナトリウム、乳酸、乳酸

カリウム、乳酸カルシウム、乳酸鉄、乳酸ナトリ,ウム

2 添加物の使用について

(1)今般の食品安全委員会の添加物「乳酸カリウム」の食品健康影響評価

書(以下伶平価書」という。')において、「本委員会としては、乳幼児

向け食品に添加物として乳酸・(L一体、・D一体又はⅨイ凋を使用すること

は、乳幼児期には乳酸の代謝能が低いことに加え、摂取する食事が多様

性に欠けるこ'とから、乳酸の過剰摂取の原因となり、代謝性アシドーシ

子

記



スをもたらす懸念があると考えた。」、・「乳幼児向け食品に添加物「乳

酸カリウム」並ぴに乳酸及び乳酸塩類を主成分とする添加物を使用する

揚合、代謝性アシドーシスをもたらす懸念があるためイ適切な措置が講

じられるべきである。」とされていることを踏まえ、関係業者に当該懸

念事項について周知されたいこと。 T

(2)関係業者においては、乳児向けの食品に乳酸塩類等の添加物を使用し

ない等の自主的な運用がなされているところもあるが、・関係業者から問

い合わせがあった場合又はベビーフード等の酢乳期に飲食することを目

的とtる食品に対象となる添加物の使用が確認された場合は、上記(1)

を踏まえ、今後、対象となる添加物を使用しないよう注意喚起すること。

3 そゐ他

今般の指導は食品添加物の使用に関するものであり、食品が本来成分上し

て含有,、るものについては、上記2の(2)の指導の対象とはならないもの

であること。

(参考)評価書の掲載サイト

http://W脚. fsc.宮0, jp/王.ciis/evalU肌ionDOC血Bnt/show/kya20070206002



別紙

アラクロール(除草郵D

大麦

ライ麦
とうもろとし
そぱ

その他の穀類2
大豆

小豆類3
えんどう
そら豆

食品名

らっかせい

その他の豆類'
ばれいしょ

さといも類(やつがしらを含む。)
かんしょ

やまいも(長いもをいう。)
こんにゃくいも

その他のいも類'
てんさい

さとうきび
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

残留基準値1
(改正後)

Ppm

かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび
クレソン

はくさい

残留基準値

(改正前)

Ppm

キャベツ
牙キャベツ

.

ケ』ーノレ

0.02

.

こまつな

きょうな

0.妬

0.05

チンゲンサ不

0.02

0.05

カリフラワー

0.02

ブロッコリー

0.2

0.05

その他のあぶらな科野菜6

0.1

ごぼう

0.1

0.02

サノレシフイー

0.2

0.1

アーテイチョーク

0.1

0.01

0.05

チコリ
エンダイブ

0.1

0.02

0.05

しゅんぎく

0.1

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.似

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0,01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01
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0.01

0.01
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アラクロ」ノレ(つづき)

レタス

その他のきく科野菜7
ねぎψーキを含む。

サラダ,及びちしゃを含む。)

にら
アスパラガス
わけぎ

その他のゆり科野菜8
にんじん

ノξースニッフ゜

食品名

ノξヨZリ
セロリ

みつぽ

その他のせり科野菜9
ほうれんそう
たけのと
しょうが

その他の野菜如
りんご
日本なし
西洋なし
マノレメロ

残留基準値'
(改正後)

Ppm

ネクタリン
あんず(アプリ=ツトを含む。)
すもも(プルーンを含む。)

0

うめ

0

おうとう(チェリーを含むΩ

残留基準値

(改正前)

Ppm

いちご

ラズベリー
ブラックベリー
ブノレーベリー

0

クランベリー

0,01

ハックォレベリー

その他のベリー類果実11

0.01

0.01

ぶどう

0.01

かき

0.01

バナナ

0.01

パパイヤ
アボカド

0.01

パイナップノレ

0.01

グアバ

0.01

0.01

0

マ、ンニt'』一

0.01

ノ弌ツションフノレーツ

0.01

なつめやし

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.侃

0.01

0、侃

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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0
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アラクロール(つづき)

その他の果実12
その他のスパイス玲
その他のハーブ14
牛の筋肉
豚の筋人

その他の陸棲噛乳類に属する動物15の筋肉
牛の脂肪
豚の脂肪

食品名

その他の陸棲噛乳類に属する動物の脂肪
牛の肝臓
豚の肝臓
その他の陸棲哨乳類に属する動物の肝臓
牛の腎臓
豚の腎臓
その他の陸棲噛乳類に属する動物の腎臓

牛の食用部分'16
豚の食用部分
その他の陸棲噛乳類に属する動物の食用部分
札
鶏の筋肉

残留基準値1
(改正後)

Ppm

その他の家きん17の筋肉
鶏の脂肪
その他の家きんの脂肪
鶏の肝臓

0

その他の家きんの肝臓

.

残留基準値

(改正前)

Ppm

鶏の腎臓

0

その他の家きんの腎臓
鶏の食用部分
その他の家きんの食用部分

0

鶏の卵

0.02

その他の.家きんの卵

0.02

0.01

魚介類

0.02

ミ不ラノレウォーター類

0.1

0.02

0.01

0.02

J

クレソキシムメチル(殺菌斉D

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0

米(玄米をいう。)

0.02

0.02

0.02

0、02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

食品宅

0.02

0.02

0.02

0,01

0.02

0.01

0.02

0;01

0.02

0、02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.06

002

0.02

0.02

残留基準イず
(改正後)

Ppm

0.02

0.02

0.02

残留基準値

(改正前)

PP鞭

0.1

5

5

0.05

0.1

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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クレソキシムメチノレ(つづ剖

とうもろこし
そぱ

その他の穀類2
大豆

小豆類3
えんどう
そら豆
らっかせい

その他の豆類4

食品名

ばれいしょ

さといも類(やつがしらを含む。)
かんしょ

やまいも(長いもをいう。)
とんにゃくいも

その他のいも類5
てんさい

だいとん類(ラディッシュを含む。)の根
だいこん類(ラディヅシュを含む。)の葉
かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび

残留基準値1
(改正後)

Ppm

クレソン

はくさい
キャベツ
牙キャベツ
ケーノレ

残留基準値

(改正前)

Ppm

こまつな

きょうな
チンゲソサイ
カリフラワー

5

ブロッコリー

その他のあぶらな科野菜6

5

ごぽう

5

サノレシフィー

5

アーティチョーク

0.1

0、05

チコリ

0.05

エンダイブ

0.05

しゅんぎく
ν亙ヌて〒ラ^及びちしゃを含む。)

0.02

0.1

その.他のきく科野菜7

0.05

たまねぎ

0.1

ねぎ伊ーキを含む。)

0.1

0.1

にんにく

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

30

2

0.3

30

0.3

30

25

30

30

30

0.3

20

0.3

10

30

器

0.02

2

0.1

0.1

2

0.1
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クレソキシムメチル(つづ劃

にら
アスパラガス

わけぎ

その他のゆり科野菜8
にんじん

ノぐースニップ
パセリ
セロリ
みつば

食品名

その他のせり科野菜9
トマト
ピーマン

なす

その他のなす科野菜18
きゅうり(ガーキンを含む。)
かぽちゃ(スカッシュを含む。)
しろうり
ニデし、カ、
メロン類果実
まくわうり

その他のうり科野菜19

残留基準値1
(改正後)

Ppm

ほうれんそう
たけのと
オクラ

しょうが
未成熟えんどう

残留基準値

(改正前)

P ln

未成熟いんげん

.

25

えだまめ

マ'ツシュノレ』ーム
しいたけ

2

25

その他のきのこ類2゜

0.2

その他の野菜1゜

30

みかん

30

.

25

なつみかんの果実全体

2

巧

レモン

30

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.3

グレー'プフノレーツ

0.3

0

ライム

30

その他のかんきっ類果実21

2

30

りんご

3

30

3

日本なし

30

0.5

西洋なし

3

マノレメロ

2

0.3

2

.

3

3

0.5

0.5

0.3

3

1

3

30

0.3

.

0

2

0.3

0.05

0.05

0.05

60

0.05

2

0.05

10

0.05

W

0

10

30

10

10

2

W

10

10

5

10

5

10

5

10

0.2

10

5

5

5

0.2

.

.
0

.

.

.

.

.

.

0

0

0

0

.

C

0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



クレソキシムメチノレ(つづ剖

びわ

もも
ネクタリン
あんず(アプリコットを含む6)
すもも(プノレーンを含む。)
うめ
おうとう(チェリーを含む。)
いちご
ラズベリー

食品名

ブラックベリー
ブノレーベリー
クランベリー

ハックノレベリー

その他のベリー類果実Ⅱ
ぶどう
かき
バナナ

キウイー
パパイヤ
アボカド
パイナップノレ

残留基準イず
(改正後)

Ppm

グアバ
マンゴ」一

ノくツションフルーツ
なつめやし

その他の果実12

残留基準値

(改正前)

Ppm

ひまわりの種子

ごまの種子
べにぱなの種子

綿実
なたね

5

その他のオイルシード22

0.2

ぎんなん

5

くり
ペカン

5

20

アーモンド

20

くるみ

その他のナヅッ類船

20

0.9

5

ホップ

20

その他のスパイス13

20

15

その他のハーブH

20

5

牛の

20

0.05.'、

15

5

0.3

5

5

20

20

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0

15

0

0.1

25

0.1

30

0.1

0.05

20

0.1

30

30

1
,

5

5

5

.

2

0

0

.

.
0

.

5

0

5

.

.

.

.

.

5
一

.

5

5

1

5

0

5

0

0

0

.

.

.

.

.

.

.

ー
ー
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.
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クレソキシムメチル(つづ劫

豚の筋人

その他の陸棲啼乳類に屈する動物妬の筋肉
牛の脂肪
豚の脂肪

その他の陸棲噛乳類に属する動物の脂肪
牛の肝臓
豚の肝臓
その他の陸棲噛乳類に属する動物の肝臓
牛の腎臓

食品名

豚の腎臓

その他の陸棲噛乳類に属する動物の腎臓

牛の食用部分16
豚の食用部分
その他の陸棲噛乳類に属する動物の食用部分
孔
鶏の筋肉

その他の家きん17の筋肉
鶏の脂肪
その他の家きんの脂肪
鶏の肝臓

その他の家きんの肝臓

残留基剰直1
(改正後)

Ppm

鶏の腎臓
その他の家きんの腎臓
鶏の食用部分

0

その他の家きんの食用部分

0

鶏の卵

残留基準値

(改正前)

Pm

その他の家きんの卵

0,05

魚介類

0.05

干しぶどう

0.05

食用オリーブ油(バージンオイノレに限る。

0.05

0.05

0.05

クロマフェノジド(殺虫郵D

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0

0.05

0;05

0.05

米(玄米をいう。)

0.05

0.05

とうもろとし

0.05

0.05

大豆

0.05

0.05

さといも類(やつがしらを含む。)

0.05

0

0.05

かんしょ

0.01

0.05

やまいも(長いもをいう。)

0.05

てんさい

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

食品名

0,05

0.01

0.05

0.05

0.02

0.02

0.02

0.02

0.05

0,05

0.03

0.02

0.02

2

0.フ

0.02

残留基準値1
(改正後)

Ppm

0.02

2

0.フ

残留基準値

(改正前)

Ppm

0.2

0.05

0.5

0.2

0.05

0.05

0.2

0.05

0.05

0.5

0.05

0.05

0.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.

.

.

.

.

.

.

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



クロマフェノジド(つづき)

だいこん類
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
はくさい

キヤベツ
ケー'ノレ

ラディッシュを己む。の

こまつな

きょうな
チン

ブロッごコリー

食品名

その他のあぶらな科野菜6

サイ

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
ねぎψーキを含む。)
わけぎ
ノぐヨZリ
みうば

その他のせり科野菜9
トマト
ビーマン

なす

その他のなす科野菜18
きゅうり(ガーキンを含む。)

残留基準値1
(改正後)

PP皿

メロン類果実
ほうれんそう
オクラ
しょうが

未成熟えんどう

残留基準値

(改正前)

Pm

えだまめ

0.05

その他の野菜1゜
りんご

3

0.フ

日本なし
西洋なし

2

0'05

もも

5

うめ

5

0

おうとう.(チェリーを含む。)

3

5

0.フ

いちご

5

2

2

5

5

ノ叉

その他めスパイス玲

5

2

0.フ

その他のハーブ14

0

ハ、・ノト1須

10

2

5

0.05

2

0,フ

0

0.5

0.3

0.05

0.5

15

0.5

0.フ

0.05

0

0.3

0.3

0.05

5

0.05

0.フ

0.フ

0.05

0.3

0.1

0.05

5

0.フ

3

0,5

0

0.5

0

0.1

20

0.05

0、06

巧

0.5

0'06

20

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5
一

0

1

3
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
一

0

1

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

アグ

、
、

5
3



サフルフェナシル(除草剤)

小麦
大麦

ライ麦
とうもろとし
そぱ

そゐ他の穀類2
大豆

小豆類3
えんどう

食品名

そら豆

その他の豆類4
未成熟えんどう
未成熟いんげん
えだまめ

その他の野菜Φ
なつみかんの果実全体
レモン

オレンジ(
グレープフノレーツ
ライム

その他のかんきっ類果実21

残留基準値'
(改正後)

Ppm

りんご

ーブノレオレンジを含む。)

日本なし
西洋なし
マノレメロ

ネクタリン

残留基準値

(改正前)

Ppm

0.03

あんず(アプリコットを含む。)

0.03

,1)も(プルーンを含む。)

0.03

うめ

0

0.03

おうとう(チェリーを含む。)

0

0;03

ぶどう

0.03

0

バナナ

0.03

0.03

マン:ゴー

0.3

0.03

その他の果実謡

0.03

0.3

0

ひまわりの種子

0.03

0.3

ごまの種子

0.3

0.03

べにばなの種子

0.3

綿実

0.1

0.03

なたね

0.3

0.3

0.03

その他のオイノレシード訟

0.03

ぎんなん

0.3

0.01

くり

0.03

0.3

0.03

ペカン

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0,03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.01

0.03

0.03

0.03

0、03

0

0,03

0.03

0.03

0.03

0.01

0.03

0.03

0.5

0,船

0

0.03

0.2

0,6

0.01

0.03

0.03

0.2

0.03

0.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



サフルフェナシ)レ(つづき)

アーモンド

くるみ

その他のナッッ類部
コーヒー旦

牛の筋肉
豚の筋肉

その他の陸棲噛乳類に属する動物巧の筋肉
牛の脂
豚の脂肪

食品名

その他の陸棲噛乳類に属する動物の脂肪
牛の肝臓
豚の肝臓
毛の他の陸棲噛乳類に属する蔚物の肝臓
牛の腎臓
豚の腎臓
その他の陸棲噛乳類に属する動物の腎臓

牛の食用部分1゜
豚の食用部分
その他の陸棲盾乳類に属する動物の食用部分
乳

残留基準値1
(改正後)

Ppm

シフルメトプエン(殺ダニ斉D

残留基準値

(改正前)

Ppm

やまいも(長いもをいう。)

0.03

その他のきく科野菜7

0.03

ピーマン

0.03

0.03

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.01

0.03

すいか

0.01

0.03

メロン類果実

0.01

0.03

その他のうり科野菜19

0.01

0.03

その他の野菜1゜

0.01

食品名

0.01

0,01

みかん

0101

なっみかんの果実全体

0,8

0.8

0.01

レモン

0.01

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.8

0.呪

グν」プフノレーツ

0

0.3

0.01

ライム

0.3

その他のかんきっ類果実リ

0.8

0.3

0.8

0.3

0.8

0.3

0.02

0.3

0.02

0.01

0.02

残留基淵直1
(改正後)

Ppm

0.02

0.02

0.02

0

0.01

0

残留基準値

(改正前)

Ppm

0.2

25

5

2

0

0.2

0.2

0.5

70

0.2

3

0.5

5

10

0

10

如

0.5

10

10

5

W

10

10

10

10

9
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.

.

.

.

0

.

0

0

0

0

0

すな



シフルメトフェン(つづ劃

りんご

日本なし
西洋なし
びわ

もも
ネクタリ.ン

あんず(アプリコットを含む。)
すもも(プノレーンを含む。)
うめ

食品名

おうとう(チェリーを含む。)
いちご
ぶどう

その他の果実12
ノ、

その他のスパイス13
その他のノ＼ーブ14

スピロメシフェン(殺虫斉の

残留基準値1
(改正後)

Ppm

小爰
大麦
とうもろこし

その他の穀類'

残留基準値

(改正前)

Pm

小豆類3

2

えんどう

2

そら豆

2

0,3

その他の豆類4

0.2

食品名

ぱれいしょ

さといも類(やつがしらを含む。)

3

2

かんしょ

如

3

やまいも(長いもをいう。)

3

その他のいも類5

10

0.5

10

てノゾさい

クレソン

2

2

12

キヤベツ
芽キャベツ

2

10

ケーノレ

15

20

0.05

10

きょうな
チンゲンサイ

3

残留基準値1
(改正後)

Ppm

3

20

20

残留基準値

(改正前)

Ppm

0.01

0

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0.2

0,02

0.02

0.2

0.01

0.02

0.02

0

0.02

0.02

0.02

0.02

0.01

0.02

0,02

稔

0,02

2

0.02

2

12

0.01

訟

12

12

2

2

12

12

.

.

.

0

.

0

0

0

0

0

.

0

.

.

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1

1



スピロメシフェン(うづき)

カリフラワー

ブロッコリー

その他のあぶらな科野菜6
チコリ

エンダイプ
しゅスフぎく
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

その他のきく科野菜'
たまねぎ

食品名

ねぎ(リーキを含む。)
にんにく
にら
わけぎ

その他のゆり科野菜8
パセリ

セロリ

その他のせり科野菜9
トマト
ヒ゜ーマン

なす

その他のなす科野菜18

残留基準値1
(改正後)

Ppm

きゅうり(ガーキンを含む。)
か震ちゃ(スカッシュを含む。)
しろうり
、す、し、カ、
メロン類果実

残留基準値

(改正前)

PP孤

まくわうり

その他のうり科野菜19
ほうれんそう

12

しょうが

未成熟いんげん

その他の野菜1゜

2

りんご

2

日本なし
西洋なし
もも

0,09

ネクタリン

0.09

あんず(アプリコットを含む。)

12

0.09

すもも(プルーンを含む。)

12

0心9

うめ
おうどう(チェリーを含む。)

12

いちご
フンレーベリー

6

12

3

12

2

5

12

0.1

0.1

0.1

0.3

2

0.5

0.1

0.1

0、1

0,3

0.1

0.1

12

0.02

0.1

0.1

12

0.2

12

5

0.フ

2

2

0.フ

21

21

21

2

21

2

21

0

2
2

0

1
1

0

21

0

0

21

900

0

0

900

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

3

0
0

0

0

0

0

0

0

起
促

1
一
1

0

0

0

0

2

2

9
@

2

1

20

0

1

一
一

2

5

0

2

0

2

0

5

0

2

0

0

Ω
0

5

5

0

0

0

0



スピロメシフェン(つづき)

クランベリー

その他のベリー類果実Ⅱ
ぶどう

その他の果実論

その他のスパイス13
その他のハーブ14

食品名

牛の筋肉

その他の陸棲噛乳類に属する動物15の筋肉
牛の脂肪
その他の陸棲哨乳類に属する動物の脂肪
牛の肝臓
その他の陸棲噛乳類に属する動物の肝臓
牛の腎臓
その他の陸棲晴イ孔類に属する動物の腎臓

牛の食用部分16
その他の陸棲噛乳類に属する動物の食用部分
乳
魚ノ1類

残留基準値1
(改正後)

Ppm

トリフルラリン(除草斉D

0

0

残留基準値

(改正前)

Ppm

0

、

0

2

小麦

2

、

W

ライ麦

0.5

0

いフ。

とうもろこし

0.5

0

そぱ

30

0

その他の穀類2

0

10

大豆

10

45

0.5

小豆類3

0.02

食品名

0.5

えんどう

0.02

そら豆

30

0.1

らっかせい

10

0.1

その他の豆類4

10

0.2

0,02

ばれいしょ

0.2

0

0.02

さといも類(やつがしらを含む。)

0.2

かんしょ

0.1

0.2

0.1

0.2

0.2

0.2

0.01

0.2

0.06

0.2

0.2

残留基準値1
(改正後)

Ppm

0.2

0.2

0,01

0.06

残留基準値

(改正前)

Ppm

心.05

0.1

0.1

0.1

0

0.05

0

0.05

0.05

0.1

0.1

0,1

0.2

0.1

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.1

0.2

0.15

0.05

0.05

0.2

0.05

0.・05

0.05

0.05

0.15

0.05

0.15

0.05

0.05

大麦

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

実綿

0

0

茶

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

"



トリフルラリン(つづ剖

、

やまいも(長いもをし巧。)
こんにゃくいも

その他のいも類5
てんさい

さ巴うきび
だV・、どん類(ラディッシュを含む。)の根
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
か

かぶ類の葉

食品名

西洋わさび

の根

クレソン

はくさい
キヤベツ
芽キャベツ
ケーノレ
とまつな

きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
ブロッコリー

その他のあぶらな科野菜6

残留基準値1
(改正後)

Ppm

ごぽう
サノレシフィー
アーティチョーク
チ江リ
エンダイプ

残留基準値
(改正前)

Ppm

しゅんぎく

0.05

レタス(サラダ菜及びちしゃを含.む。)

0.05

その他のきく科野菜7

0.05

たまねぎ

0.05

ねぎψーキを含む。)

0.05

にんにく

0.05

0.05

にら

0,05

0.1

アスパラガス

0.05

0.1

わけぎ

0.05

0.05

その他のゆり科野菜8

0.05

0.05

0.05

にんじん

0.05

ノ七.ースニッフ゜

0.05

0.1

ノξ汗てり

0.1

0.1

0.05

セロリ

0.1

0.05

みうば

0.05

0.05

その他のせり科野菜9

0.05

0.05

0.05

トマト

0.05

0.1

0

0.1

0.05

0.05

3

0.05

0,05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

3

0.05

0.05

0.05

0

0・.05

0.05

0.1

0.05

0.05

0.05

0.1

0.05

0.1

0.05

0.05

0

0.05

0.1

0.05

0.1

0.05

0,1

0.05

0.05

0.05

0.1

0.05

0

0.1

0.05

@

0.05

、α0'5

0.05

0.05

0.1

0.05

0.05

""0;05

0.05

0.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

5
 
5
 
5

0
 
0
 
0

0
 
0
 
0

0

0

0

0

0

0

0

0
る
0

0

0

9
0
0

0

0

0

0



トリフルラリン(つづ劃

ピーマン

なす

その他のなす科野菜18
きゅうり(ガーキンを含む。)
かぽちゃ(スカッシュを含む。)
しろうり
ー}、し、カ>
メロン類果実
まくわうり

食品名

その他のうり科野菜19
ほうれんそう
たけのと
オクラ
しょうが
未成熟えんどう
未成熟いんげん
えだまめ

マッシュノレーム
しいたけ

その他のきのこ類2゜
その他の野菜1゜

残留基準値1
(改正後)

Ppm

みかん

゛

なつみかんの果実全体
レモン

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
グレープフルーツ

残留基準値

(改正前)

0

ライム

0.1

その他のかんきつ類果実21

0.05

0,05

りんご

0.05

m

日本なし
西洋なし

0.05

0.1

0.05

マノレメロ

0.05

0.05

びわ

0.05

もも

0.05

0.05

0.05

ネクタリン

0.05

あんず(アプリコットを含む。)

0.05

0.05

すももけ゜ルーンを含む。)

0.05

0.05

うめ

0.05

おうとう(チェリーを含む。)

0.05

2

0.05

いちご

0.05

0.05

ラズノぐ;リー

0.05

0.05

ブラックベリー

0.05

ブルーベリー

0.05

0

0,05

2

0.' 05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

2

0.05

0、05

0.05

0.05

0.05

0.05

0

0.05

0.05

2

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



トリフルラリン(つづ劃

クランベリー
ハックノレベリー

その他のベリー類果実U
ぶどう
かき
バナナ

キウイー
パパイヤ
アボカド

食品名

パイナップノレ
グアバ
「モアン'ゴ'』一

ノξツションフノレーツ
なつめやし

その他の果実12
ひまわりの種子
ごまの種子
べにばなの種子
綿実
なたね

その他のオイノレシード記

残留基準値1
(改正後)

Ppm

ぎんなん
くり
ペカン
ア、フモンド
くるみ

残留基準値

(改正前)

Ppm

0

その他のナッッ類部

0.05

ー゛"、

0.05

ホッフ゜

0.05

その他のスパイス玲

0.05

その他のハーブH

0.05

0.05

牛の筋肉

0.05

0.05

豚の筋肉

0ρ5

0.05

その他の陸棲噛乳類に属tる動物15の筋肉

0.05

0.05

0.05

牛の脂肪

0.05

0.05

豚の脂肪

0.05

0.05

その他の陸棲噛乳類に属する動物の脂肪

0.05

0.05

牛の肝臓

0

0,05

0.05

豚の肝臓

0.05

0.05

0.05

その他の陸棲噛乳類江属する動物の肝臓

0.05

牛の腎臓

0.05

0.05

豚の腎臓

0.2

そる他の陸棲噛乳類に属する動物の腎臓

0.05

0.05

0.05

0

0.05

0.05

0.05

0.2

0.15

0.05

0.2

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.15

0.05

0.15

0.05

0.05

0.05

.

0.05

0.05

.

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.2

0.05

.

0.05

0.05

2

0.05

2

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

005

0.05

0.05

0.05

0
-
0

0

0

0

0

0

0

Q
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

Q
0

.

0

0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



トリフルラリン(つづ剖

牛の食用部分16
豚の食用部分
その他の陸棲啼乳類に属する動物の食用部分
乳

鶏の筋人

その他の家きん17の筋肉
鶏の脂肪
その他の家きんの脂肪
鶏の肝臓

食品名

その他の家きんの肝臓
鶏の腎臓
その他の家きんの.腎臓
鶏の食用部分
その他の家きんの食用部分
鶏の卵
その他の家きんの卵
魚介類(さけ目魚類に限る。)
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)
魚介類(すずき目魚類に限る。)

魚介類(その他の魚類24に限る。)
魚介類(貝類に限る。)

残留基準値1
(改正後)

Ppm

魚介類(甲殻類に限る。)

その他の魚介類25
魚介類26

.

はちみつ

残留基準値

(改正前)

Pptn

ミ不ラノレウォーター類

フェンブニナゾール(殺菌郵D

0.05

0.05

小麦

0.05

大麦

0.05

ライ麦

0.05

大豆

0.05

らっかせい

0.05

てんさい

0.05

たまねぎ

0.05

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.05

力斗ちゃ(スカッシュを含む。)

食品右

0.05

メロン類果実

0.05

まくわうり

0.05

0.05

0.05

0.05

0.001

0.001

0.001

0.001

0.5

0.001

0.02

0.001

0.001

残留基準値1
(改正後)

Ppm

0.001

0.02

残留基準値

(改正前)

Ppm

0.1

0.2

0.1

0.2

0.1

0,1

0.5

0.05

0.2

0.1

0.2

0.05

0.1

0.2

0.5

0,2

0.2

0.05

0.2

0.2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



フェンブコナゾーノレ(つづき)

みかん

なつみかんの果実全体
レモン

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
グレープフノレーツ

ライム

その他のかんきっ類果実21
りんご

日本なし

食品名

西洋なし
マノレメロ

びわ

もも
ネクタリン
あんず(アプリコットを含む。)
すもも(フ゜ノレーンを含む。)
うめ
おうとう(チェリーを含む。・)
ブノレヤーベリー
クランベリー

ハジクノレベリー

残留基準値1
(改正後)

Ppm

その他のベリー類果実Ⅱ
ぶどう
かき
バナナ

その他の果実12

残留基準値

(改正前)

Ppm

ひまわりの種子
なたね
ぎんなん

くり

0

ペカン

1

アーモンド

くるみ

1

その他のナッッ類器
"゛"、

1

0.フ

その他のスパイス13

0.フ

牛の筋人

0.1

豚の筋肉

0.1

その他の陸棲噛乳類に属する動物15の筋肉

0.5

牛の脂肪

0.フ

0.フ

ノ一

牛の肝臓

0.5

豚の肝臓

0.1

0.1

毛房佃而陸覆浦乳類に属する動物の肝臓

2

0.5

0.3

0

0.5

0.5

0.3

0.3

2

0

0.3

3

0.フ

0,05

0.5

0.01

0.3

0.05

0.05

0'3

0.フ

0.飢

0.05

0.01

0.01

0.05

0

0.05

0、05

0

0.05

0.01

0

0.01

0.01

0.01

0.05

10

0.05

0.05

0.侃

0.01

0.01

0.01

0.05

10

0,05

0.05

0.01

0.01

0.05

0.01

0'05

0.05

0.01

0.05

1
一

11
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
-
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0
0
0
0

0

0
0

0

、
.

0

0

0



フェンブコナゾーノレ(つづき)

牛の腎臓
豚の腎臓
その他の陸棲啼乳類に属する動物の腎臓

牛の食用部分16
豚の食用部分
その他の陸棲哨乳類に属する動物の食用部分
乳

鶏の筋肉

その他の家きんⅡの筋肉

食品名

鶏の脂肪
その他の家きんの脂肪
鶏の肝臓
その他の家きんの肝臓
鶏の腎臓
その他の家きんの腎臓
鶏の食用部分
その他の家きんの食用部分
鶏の卵
その他の家きんの卵

フルニキシン(角早熱鎮痛消炎斉の

残留基準値1
(改正後)

Ppm

0 0.05

万7πj万i

牛の筋肉

残留基準値

(改正前)

Ppm

0

豚の筋肉

0

その他の陸棲噛乳類に属する動物15の筋肉

0.05

牛の脂肪
豚の脂肪

0.05

その他の陸棲噛乳類に属する動物の脂肪

0.01

0,05

牛の肝臓

0.05

0

0.01

豚の肝臓

0.05

0.05

その他の陸棲噛乳類に属する動物の肝臓

0.05

食品名

0.05

牛の腎臓

0.05

0.01

豚の腎臓

0.05

0.05

その他の陸棲噛乳類に属する動物の腎臓

0.05

0.05

牛の食用部分巧

0.05

0.05

豚の食用部分

0.05

0,05

その他の陸棲噛乳類に属する動物の食用部分

0.05

0.05

0.05

"L

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

残留基準値1
(改正後)

Ppm

0.05

0.05

0.05

0.05

残留基準値

(改正前)

Ppm

0.02

0.05

0.01

0.03

0.2

0.02

0.02

0.05

0.3

0'01

0.2

0.03

0.1

02

0.02

0.1

0.03

0.3

0.2

1

0.2

0,3

0.1

0.2

0.1

0.2

0.03

0.06

0.2

0.3

0.2

0.2

0.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



プロスルホカルブ(除草郵D

小麦
大麦

ライ麦
とうもろとし

その他の穀類2
えんどう
そら豆

ばれいしょ
たまねぎ

食品名

ねぎ(リーキを含む。)

その他のゆり科野菜8
にんじん

セロリ

その他のせり科野菜9
未成熟えんどう
ひまわりの種子

その他のスパイス13
魚ノ1類

ペンチオビラド(殺菌邦D

残留基準値1
(改正後)

Ppm

キャベツ
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

残留基準値

(改正前)

Ppm

たまねぎ

0.05

ねぎψーキを含む。)
アスパラガス

0.05

トマト

0.05

0.05

0.05

マン

0.05

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.05

食品名

^し、力斗

0.05

メロン類果実
みかん

0.05

りんビ

0.05

日本なし
西洋なし

0.1

ネクタリン

0.05

おうとう(チェリーを含む。)

0.05

いちご

0.5

0.09

残留基準値1
(改正後)

PP軌

残留基準値

(改正前)

Ppm

0.フ

20

0,05

0.3

0.フ

2

0.05

3

2

0.5

0.05

0.05

0.5

0.5

0.05

0.'2

2

2

5

2

3

500

2
3

500

0

0

0
.
2
 
5

0

0

0

1Q

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
2

3

0

0

0

旦
0
0

0

0

0

0

2
-
3

0

0

3

Q
0
0

0

0

0

0

ヒ

す;

.も



ペンチオピラド(つづ罰

ぶどう
かき

その他のスパイス13

ミルベメクチン(殺虫斉D

食品名

大豆

小豆類'
さといも類(やつがしらを含む。)
かんしょ

やまいも(長いもをいう。)

その他のきく科野菜7
アスパラガス
ノ弌汗Zリ
セロリ

食品名

みつば

その他のせり科野菜9
トマト

残留基準値1
(改正後)

Ppm

ピーマン

なす

その他のなす科野菜18
きゅうり(ガーキンを含む。)

残留基準値

(改正前)

Ppm

、

すいか

0

メロン類果実

10

その他のうり科野菜玲

3

未成熟えんどう

15

未成熟いんげん

残留基準イぎ
(改正後)

Ppm

えだまめ

その他の里予菜1゜

10

みかん

0

なつみかんの果実全体

0

残留基準値

(改正前)

Ppm

レモン

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.1

グレープフルーツ

0.2

0.05

ライム

0

0.05

その他のかんきっ類果実21
りんビ

0.1

0.1

日本なし

0.2

2

西洋なし

0.3

0

0.フ

0.05

0.5

0.1

2

0.3

0

0.2

0,フ

0.2

0.5

0.2

0.2

0.2

0

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.2

0.3

0

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

3

0.2

03

0.2

0.3

0,2

0.2

0

0.2

0.2

3

0.2

0.2

0.2

0、2

0念

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



ミノレベメクチン(つづき)

もも

ネクタリン
うめ

おう.とう(チェリーを含む。)
いちご

ぶどう
パパイヤ
アボカド

その他の果実12

食品名

六
ホップ

その他のスパイス13
その他のハーブN

メタフルミゾン(殺虫斉D

大豆
ぱれし・、しょ

残留基準値1
(改正後)

Ppm

さといも類(やつがしらを含む。)
かんしょ

だいとん類(ラディッシュを含む。)の根
だいこ人j類(ラディッシゴを含む。')の葉
はくさい

残留基準値
(改正前)

キヤベツ

0.2

芽キャベツ

0.2

食品名

ケーノレ

0.5

こまつな

1口

0.3

きょうな

0.2

チンゲンサイ

0.2

0.2

0

ブロッコリー

0.2

0.1

その他のあぶらな科野菜'

0.02

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

0.3

0,2

0

02

トマト

0.フ

0

02

0.1

0.1

、^

0,フ

マン

その他のなす科野菜18
Lようが

5

残留基準値1
(改正後)

Ppm

0.フ

えだまめ

その他のハープH

0,フ

牛の筋人

5

残留基準値

(改正前)

Ppm

0.5

0.02

0.2

0.2

0.5

40

5

0.8

40

40

10

40

10

5

10

40

50

0.6

0

0.6

0.6

0.6

0

0.3

0

10

40

0.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
一
0

0

0

0

0

0
0

.



メタフルミゾン(つづ剖

豚の

その他の陸棲啼乳類に属する動物巧の筋肉
牛の脂肪

メ、

豚の脂肪
その他の陸棲噛乳類に属する動物の脂肪
牛の肝臓
豚の肝臓

その他の陸棲哨乳類に属する動物の肝臓
牛の腎臓

食品名

豚の腎臓
その他の陸棲啼乳類に属する動物の腎臓

牛の食用部分16
豚の食用部分
その他の陸棲噛乳類に属する動物の食用部分
乳
魚介類
とうがらし(乾燥させたもの)

脚注

1.0;平成25年5月15日施行

.:平成25年Ⅱ月15日施行

'残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準
(0.olppm)が適用される。

・今回基準値を設定するアラクロールとは、・畜産物にあってはアラクロール及ぴ加水分解によ児,6ージ
エチノレアニリン又は2ーエチルー6-(1ーヒドロキシエチノレ)アニリン<変換される代謝物をアラクロールに
換算したものの和をいい、その.他の食品にあってはアラクロールのみをいうとと。

・今回基準値を設定するクレソキシムメチルとは、畜産物にあってはクレソキシムメチル及び2-[2イ4-
ヒドロキシー2ーメチルフェノキシメチル)フェニル]-2ーメトキシイミノ酢酸をクレソキシムメチノレに換算した
ものの茅口をいい、その他の食品にあってはクレソキシムメチノレのみをいうとと。

・これまでシフルメトフェンとは、シフノしメトフェン及びα,α,αートリフノレオロー0ートルイル酸をシフノレメト
フェンに換算したものの和をいうこととしていたが、今回基準値を設定するシフルメトフェンとはシフ
ノレメトフェンのみをいうこと。

・今回基準値を設定するスピロメシフェンとは、農産物及び魚介類にあってはスピロメシフェン及び4-
ヒドロキシー3ーメシチルー1ーオキサスピロ[4.幻ノナー3ーエンー2ーオンをスビロメシフェンに換算したものの
和をいい、畜産物にあってはスピロメシフェン、4ーヒドロキシー3ーメシチノレー1ーオキサスビロ〔4.4]ノナー3-
エンー2ーオンをスビコメシフェンに換算したもの'4ーヒドロキシー3-(4ーヒドロキシメチルー2,6ージメチル」
フェニノレ)-1ーオキサスピロ[4.4]ノナー3ーエンー2ーオンをスピロメシフェンに換算したもの及び4ーヒドロキ
シ」3-(4ーヒドロキシメチノレー2,6ージメチノレーフェニノレ)-1ーオキサスピロ[4.4]ノナー3ーエンー2ーオンの抱合
体をスピロメシフェンに換算したものの和をいうこと。

'今回基準値を設定するフルニキシンとは、乳にあってはフルニキシン及び5ーヒドロキシフノレニキシン
をフルニキシンに換算したものの和をいい、その他の食品にあ0てはフルニキシンのみをいうこと。

残留基準イず
(改正後.)

Ppm '

0

0

残留基準値

(改正前)

6

0.02

0.02

0.02

0.02

m

0,02

0.02

0.02

0.02

0.02

0

0.02

0.02

0.02

0.02

0,02

Q01

、

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



今回基淵直を設定するミルベメクチンとは、ミノレベメクチンA3【a0五,14Ξ,16Ξ,22Z)フ(1π,4S,5'S.6R,
6'π,8斥,13R,20R,21斤,24S)-21,24ージヒドロキシ5',6',11,13,22-J、ミンタメチノレー3,フ,19ートリオキサテト
ラシクロ[15.6.1.14,8.02゜,討]ペンタコサー10,14,16,22ーテトラエンー6ースビロー2'ーテトラヒドロピランー2フォ
ン】及ぴミノレベメクチン~【(10五',14五',16',22Zj-aR,4S,5'S,6k,6'斥βR,13R,20R,21R,24S卜6'ーエ
チノレー21,24ージヒドロキシー5',11,13,22ーテトラメチノレー3,フ,19ートリオキサテトラシクロn5.6.1,1',0 ']
ペンタコ、ナー10J.4,16,22ーテfラエンー6ースピロー2'ーテト.ラヒドロビランー2ーオン1の和をいうこと。

今回基準値を設定するメタフルミゾンとは、農産物にあ0てはメタフノレミゾン恒一異性体)、メタフルミゾ
ン(Z一異性体)及びP-〔m-(トリフルオロメチノレ)フェナシノレ]ベンゾニトリルをメタフルミゾンに換算したも
のの和をいい、畜水産物にあうてはメタフルミゾン伍一異性体)及びメタフルミゾン(Z一異性体)の和を
し、うどと。

2.「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、,大表、.ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。

3.いんげん、ささげ、サノレタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ
を含む6

4.「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外の
ものをいう。

5.「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びとんにゃくいも
以外のものをいう。

6.「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいとん類の葉、かぶ類
の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、'キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまっな、きょう
な、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハープ以外のものをいう。

フ.'「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サノレシフィー、アーティチヨ'」ク、チコリ、エン
ダイブ、しゅんぎく、レタス及ぴハーブ以外のものをいう。

8.「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけ
ぎ及ぴハーブ以外のものをいう。

9.「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みうぱ、ス
パイス及びハーブ以外のものをいう。

「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、'さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり10.

科野菜、せり科野菜tなす科野冥、うり科金菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えん
どう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハープ以外のものをいう。

11.「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブノレーベ
リー、クランベリー及びハックノレベリー以外のものをいう。

「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マノレメロ、びわ、も12.

も、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、・かき、バナナ、キウィー、ノしξイ
ヤ、アボカド、パイナップノレ、グァバ、マンゴー、パッションフノレーツ、なっめやし及びスパイス以外の
ものをいう。

「その他のスパイス」'とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリ13.

カ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。'

14.「その他のハーブ」どま、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの薬、セロリの茎及ぴセロ
りの葉以外のものをいう。

15.「その他の陸棲浦乳類に属する動物」とは、随棲噛乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のもの
をし、う。

16.「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

17.「その他の家きん」とはイ家きんのうち、鶏以外のものをいう。

18.「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。

W.「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぽちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及
びまくわうり以外のものをいう。



20.「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及ぴしいたけ以外のものをいう。

21.「その他のかんきつ類果実ルは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果
皮、なつみかんの果実金体、レモン、オレンジ、グレープフノレーツ、ライム及びスパイス以外のものを
し.。

詑.「その他のオイルシードルは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにぱなの種子、
綿実、なたね及びスバイス以外のものをいう。

23.「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のもの
をし、う。

24.「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及ぴすずき目類以外のものをいう。

25.「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。

26.現在、「魚介類(さけ到魚類に限る。)ム「魚介類(うなぎ目魚類に限る。)」、「魚介類(すずき目魚類
に限る。)」、「魚介類(その他の魚類に限る。)」、「魚介類(貝類に限る。)」、「魚介類(甲殻類に限
る。)」及び「その他の魚介類」は個別に基準が設定されているが、今回、とれらの基準を統合して
「魚介類」として基準値を設定tる。


